短期停留査証の申請
停留査証は、滞在日数180日以内の短期ビザのこと（場合ごとに滞在日数14日から90日までのビザが発行されます。90日以上を希望する申請者は一定の条件を満たさなければなりません）。対して居留査証は滞在日数180日以上の長期ビザのこと。
１、対象者 
（１）査証免除措置適用外の外国籍の方。
（２）査証免除措置に決められた滞在日数より長く滞在したい外国籍の方。
（日本国籍以外の方は場合により申請手続が異なるので、予め当代処にお問い合わせ下さい。電話：
０３－３２８０－７８００）。 
２、必要書類
（1） 旅券：残存期限が６ケ月以上
（2） 査証申請書：１通（必ず本人の署名が必要）
（3） 写真：２枚（４ｃｍ×５ｃｍ、申請日前６ケ月以内撮ったもの）
（4） 帰国用の航空（乗船）券或は次の目的地への航空（乗船）券
（5） 査証手数料
（6） 査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。郵送申請は不可。
（7） 所要日数：翌日発給。即日発給を希望する場合は、査証特別扱い料金として手数料５０％増し。
註
１、北朝鮮國籍の方は上記の書類以外、下記の書類が要求されます。

（１）日本再入國許可書（残存期間が6ヶ月以上）
（２）外国人登録証明書のコピー1部（原本は提示のみ）
（３）在職証明書或いは在學証明書

２、下記の国籍の申請者は在留期間一年以上の日本の在留資格を取得した方に限ります。申請する際に外国人登録証明書のコピー一部(原本提示)並びに日本再入国許可書などの添付が必要となります。詳しくは03-3280-7800までお問い合わせ下さい。
該当国籍：アフガニスタン、アルゼリア、キューバ、プ－タン、イラン、イラク、カンボジア、ラオス、ソマリア、シリア、バングラディシュ、ガーナ、ミャンマー、ナイジェリア、ネパ-ル、スリランカ、パキスタン、カメル－ン、セェネガル 
